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名

義

武
土
の
遵
奉
し
た
る
道
徳
を
云
う
。
武
士
の
守
る
べ
き
道
の
こ

と。

尚
武
の
気
象
に
忠
孝
・
勤
倹
・
慈
悲
(
博
愛
)
・
節
操
・
托
譲
の
諸
徳

を
具
え
た
も
の
で
、
猶
く
わ
し
く
い
え
ば
、
其
の
君
と
か
主
人
に
対
し
て

忠
実
を
尽
す
を
第
一
要
義
と
し
、
武
道
を
練
磨
し
、
節
操
を
奨
励
し
、
思

義
を
重
ん
じ
、
然
諾
を
守
り
、
卑
怯
未
練
を
恥
と
し
、
名
を
重
ん
じ
、
祖

先
を
傷
け
な
い
こ
と
を
誠
め
る
。

又
、
武
道
と
も
、
士
道
と
も
、
モ
ノ
ノ
フ
ノ
ミ
チ
と
も
云
う
。
清
正
記

の
訓
誠
七
条
の
内
に
「
学
文
之
事
可
レ
入

ν
精
、
兵
書
を
読
み
、
忠
孝
の

心
懸
け
を
専
ら
に
す
べ
し
云
々
。
武
士
の
家
に
生
ま
れ
て
よ
り
、
太
万
万

を
と
っ
て
死
す
る
道
本
意
な
り
。

常
々
武
士
道
の
吟
味
を
せ
ざ
れ
ば
、
潔

き
死
は
、
仕
え
る
も
の
に
て
候
問
、
能
々
心
を
武
事
に
刻
む
事
肝
要
に
候
」

ま
た
、
武
訓
に

「
武
士
の
道
、
内
に
は
忠
孝
、
義
理
を
以
て
、
も
と
と
し

兵
法
を
知
り
、
外
に
は
武
芸
を
習
い
、
武

備
を
も
乏
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
助
け
と
す
し

更
に
、
武
道
初
心
集
に
「
武
士
道
に
於
い

て
肝
要
と
仕
り
候
は
、
忠
・
勇
・
義
の
三

つ
に
止
り
申
し
候
、
忠
勤
の
武
士
・
節
義

の
武
土
・
勇
剛
の
武
士
申
す
候
」
と
見
ゆ
。

井
上
哲
次
郎
は
「
武
士
道
は
、
武
士
が
従

来
実
行
し
来
り
し
処
の
道
徳
に
し
て
、
蓋

し
日
本
固
有
の
気
象
こ
れ
が
基
礎
と
な
り

後
、
儒
教
と
禅
と
を
交
え
、
こ
の
三
者
の

融
合
調
和
に
よ
り
て
発
達
せ
る
も
の
に
て

我
邦
に
一
種
特
異
な
る
も
の
な
り
」
と
云

内
ノ
。

武

道

土

と

lま

2

起

源

武
士
道
は
源
平
武
土
以
後
、
大
い
に
発
達
奨
励
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
ど
も
、
も
と
も
と
圃
民
固
有
の
尚
武
の
気
象
よ
り
出
で
た
る
も

の
に
て
、
そ
の
淵
源
す
る
処
す
こ
ぶ
る
深
し
。
特
に
大
伴
、
佐
伯
、
物
部

の
諸
氏
は
、
世
々
武
官
に
て
朝
廷
を
守
護
し
、
軍
務
を
専
ら
に
せ
し
か
ば

累
代
武
事
を
奨
励
し
、
心
胆
を
練
磨
し
、
常
に
「
海
行
か
ば
水
づ
く
屍
、

山
行
か
ば
草
む
す
屍
、
大
君
の
辺
に

こ
そ
死
な
め
、
徒
に
は
死
な
じ
」
と

称
す
。
子
孫
を
訓
戒
し
、
又
東
国
の
人
は
「
額
に
箭
は
立
っ
と
も
、
背
に

は
箭
は
立
て
じ
」
と
唱
え
て
、
戦
場
に
進
む
を
知
て
、
退
く
が
如
き
卑
怯

を
誠
め
た
。
其
の
剛
勇
敢
為
の
気
慨
が
あ
り
し
こ
と
を
想
見
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
大
化
二
年
上
古
の
族
制
政
治
を
改
革
し
、
郡
県
政
治
を
実
施
す

る
や
、
武
器
は
悉
く
お
さ
め
て
兵
庫
に
納
れ
、
武
官
に
あ
ら
ざ
る
者
は
、

諸
王
大
臣
と
難
も
、
私
に
之
を
帯
ぶ
る
こ
と
を
禁
じ
、
徴
兵
令
を
布
き
、

諸
国
の
壮
丁
の
四
分
の
一
を
兵
と
し
、
軍
団
の
制
を
設
け
、
其
の

一
部
を

割
き
て
衛
士
、
防
人
と
し
、
京
都
及
び
九
州
の
辺
要
を
ま
も
ら
し
め
た
。

故
を
も
っ
て
、
以
来

一
部
が
発
達
し
た
武
芸
も
一
般
に
普
及
さ
れ
る
に
至

れ
り
。
特
に
東
国
の
兵
士
は
、
昔
時
よ
り
の
訓
誠
に
よ
り
、
益
々
忠
君
愛

国
の
念
が
盛
と
な
っ
た
。
大
化
の
改
新
の
第
一
に
東
国
の
国
司
を
召
し
て

諭
す
る
所
あ
り
て
、
天
武
天
皇
は
東
国
の
人
を
率
い
て
、
弘
文
天
皇
と
争

い
、
終
り
に
天
下
を
治
め
給
う
。
淳
仁
天
皇
は
東
国
の
人
を
召
し
て
朝
廷

の
護
衛
と
し
給
う
。
太
宰
府
に
防
人
を
置
く
や
、
之
を
諸
国
の
軍
団
に
徴

せ
し
も
、
幾
も
な
く
し
て
専
ら
東
国
の
兵
士
を
以
て
辺
防
を
衛
ら
し
め
た

り
。
昔
時
交
通
の
不
便
の
時
に
あ
た
り
東
国
よ
り
九
州
に
赴
く
者
は
、
非

常
な
難
犠
の
連
続
で
、
そ
の
兵
士
た
ち
の
歌
に
「
大
君
の
み
こ
と
畏
こ
み

磯
に
ふ
り
海
原
渡
る
父
母
を
置
き
て
」
「
今
日
よ
り
は
顧
み
な
く
て
大
君

の
し
こ
の
み
た
て
と
出
で
立
つ
わ
れ
は
し

「
天
地
の
神
を
祈
り
て
幸
箭
ぬ

き
つ
く
し
の
島
を
さ
し
て
ゆ
く
わ
れ
は
」

と
高
吟
し
つ
つ
、
勇
気
濠
々
と

し
て
郷
里
を
出
で
立
っ
た
の
で
あ
る
。
千
載
の
も
と
之
を
読
む
。
儒
夫
を

し
て
起
た
し
む
る
に
た
る
。
此
の
時
に
あ
た
り
、
独
り
防
人
の
み
な
ら
ず

東
北
の
蝦
夷
を
征
服
せ
し
鎮
兵
も
又
東
国
の
土
な
り
。
聖
武
天
皇
以
来
蝦

F
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夷
の
勢
い
椙
け
つ
な
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
征
服
せ
ん
と
し
、
鎮
守
府
を

置
き
、
諸
柵
を
設
け
、
相
武
総
常
野
の
兵
を
、
鎮
兵
と
し
て
之
に
配
し
、

大
伴
家
持
、
同
弟
磨
、
坂
上
田
村
磨
等
征
東
将
軍
と
な
り
、
征
東
大
使
と

な
り、

東
国
の
士
を
率
い
て
終
い
に
征
服
し
た
り
。
多
く
の
辛
苦
を
な
め
、

加
う
る
に
祖
先
以
来
武
勇
を
以
て
著
わ
れ
し
、
大
伴
氏
一
族
に
率
い
ら
れ

し
を
以
て
、
関
東
武
士
は
益
々
剛
勇
敢
為
の
気
象
に
富
め
り
、
こ
こ
に
置

い
て
関
東
は
早
く
既
に
勇
武
の
本
地
と
な
り
、
武
門
武
士
の
中
原
と
な
り

東
北
蝦
夷
を
平
定
し
、
西
辺
要
の
憂
い
少
く
、
奉
平
久
し
く
し
て
藤
原
氏

政
権
を
握
る
に
及
び
て
は
、
月
卿
雲
客
、
詩
歌
管
弦
を
事
と
し
、
武
事
を

卑
み
て
、
夷
秋
の
所
業
と
し
て
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
こ
れ
に
加
え
て
藤
原

氏
一
族
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
高
位
高
官
に
昇
る
こ
と
を
得
ず
。
検
非
違
使
の

如
き
卑
官
す
ら
、
容
易
に
得
る
こ
と
能
わ
ざ
り
き
、
故
に
京
都
に
意
を
得

ざ
る
者
は
、
去
り
て
地
方
に
赴
き
、
豪
族
と
結
び
、
永
住
し
て
住
人
と
な

り
、
其
の
地
位
を
固
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

是
れ
は
実
に
諸
国
に
武
門
武
士
を
起
る
所
以
で
あ
る
。
後
朱
雀
天
皇
の

時
、
平
将
門
が
叛
す
る
や
、
平
貞
盛
、
下
野
住
人
藤
原
秀
郷
が
之
を
伐
っ

て
平
ぐ
、
其
の
子
孫
関
東
に
蔓
延
し
て
頗
る
勢
力
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

後

一
条
天
皇
の
長
元
元
年
に
平
忠
常
が
上
総
に
拠
り
て
叛
す
。
源
頼
信

は
関
東
の
兵
を
発
し
て
之
を
討
つ
。

後
冷
泉
天
皇
の
時
、
陸
奥
の
酋
長
の
安
倍
頼
時
、
同
貞
任
が
叛
し
た
時

に
源
頼
義
亦
関
東
の
兵
を
率
い
、
前
後
九
年
余
を
費
や
し
て
征
服
し
た
り

是
に
於
て
源
氏
の
勢
は
、
平
氏
に
代
り
て
関
東
を
圧
す
る
に
至
れ
り
。
殊

に
頼
義
の
子
義
家
は
、
将
師
の
器
を
以
て
、
前
九
年
の
役
に
従
い
既
に
武

功
を
顕
わ
し
、
後
三
年
の
役
に
出
羽
の
清
原
家
衡
を
伐
ち
て
之
を
平
ぐ
に

及
び
、
東
国
の
武
士
は
全
く
義
家
の
思
に
感
服
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
子

義
重
は
上
野
新
田
に
住
し
、
新
田
氏
を
称
し
、
義
国
は
足
利
に
住
み
て
足

利
氏
を
称
し
、
其
の
族
は
関
東
に
蔓
延
し
た
。
又
義
家
の
弟
の
義
光
の
子

孫
は
甲
斐
に
武
田
、
常
陸
に
佐
竹
氏
あ
り
、
そ
の
勢
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。

此
の
時
に
あ
た
り
て
独
り
源
氏
の
み
な
ら
ず
、
諸
国
豪
族
も
多
く
頭
角

を
あ
ら
わ
し
、
平
氏
は
相
模
に
一二
浦
、
伊
豆
に
北
条
、
武
蔵
に
秩
父
、
下

総
に
千
葉
、
伊
勢
に
平
氏
、
藤
原
氏
は
下
野
に
宇
都
宮
、
伊
豆
に
狩
野
、

伊
藤
、
加
賀
に
富
樫
、
進
藤
、
肥
後
に
菊
地
の
諸
氏
が
あ
っ
た
。
か
く
の

如
く
豪
族
は
各
々
そ
の
固
に
住
し
て
土
地
を
領
し
、
門
業
蔓
延
す
れ
ば
、

分
家
し
て
他
所
に
移
る
。
其
の
時
に
は
居
所
の
地
名
を
冠
し
て
苗
字
と
し
、

或
は
荒
野
を
開
発
し
、
或
は
山
林
を
占
め
て
、
其
の
大
な
る
名
田
を
多
く

有
せ
る
を
大
名
、
又
は
高
家
と
称
し
、
小
に
し
て
名
田
小
き
を
小
名
又
は

党
と
い
っ
た
。
か
く
の
如
く
私
有
の
庄
園
多
く
、
財
産
豊
か
な
る
を
以
て

各
子
弟
従
僕
を
養
い
て
私
兵
と
せ
り
。
之
を
家
の
子
、
郎
党
又
は
家
人
と

い
っ
た
。
家
人
と
主
人
と
の
関
係
は
数
代
も
継
続
す
る
を
以
て
、
其
の
間

益
々
親
密
と
な
り
、
つ
い
に
全
く
君
臣
の
関
係
を
生
じ
、
主
君
は
家
人
郎

党
を
愛
し
て
之
を
訓
育
奨
励
し
、
家
人
は
互
に
武
事
を
習
練
し
、
礼
儀
を

重
じ
主
君
に
忠
節
を
尽
さ
ん
こ
と
を
期
待
す
る
に
至
れ
り
。
是
れ
即
ち
武

士
道
の
起
掠
な
り
。

a
沿

革

源
頼
朝
兵
を
挙
げ
て
、
平
氏
を
滅
し
、
木
曽
義
仲
を
殺
し
、
藤
原
泰
衡

を
奨
し
、
幕
府
を
鎌
倉
に
開
く
や
、
深
く
平
氏
に
鑑
み
、
公
卿
の
華
美
柔

弱
な
る
を
斥
け
て
、
質
朴
勤
勉
の
風
を
養
い
、
専
ら
武
芸
を
習
練
し
、
疎

暴
無
礼
を
戒
め
、
卑
怯
未
練
を
恥
し
め
、
大
い
に
武
土
道
を
奨
励
し
、
武

魂
を
養
生
し
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
は
か
つ
て
筑
後
守
俊
兼
の
美
服
を
著
せ

る
を
見
て
大
い
に
怒
り
、
俊
兼
の
侃
万
を
取
り
、
其
の
美
服
を
断
ち
て
之

を
戒
め
、
又
故
老
の
和
漢
の
故
事
に
通
ず
る
も
の
を
召
し
て
、
常
に
武
術

を
研
究
し
、
学
問
所
を
置
き
て
併
せ
て
学
芸
を
研
き
、
毎
年
の
始
め
に
は

弓
場
始
め
を
行
い
鶴
が
丘
八
幡
宮
の
祭
典
に
は
必
ず
流
鏑
馬
を
行
い
、
其

の
他
に
笠
懸
、
犬
追
物
、
牛
追
物
、
放
鷹
等
の
武
技
を
行
え
り
。
ま
た
三

浦
義
明
は
八
十
余
才
を
以
て
、
頼
朝
の
為
に
衣
笠
城
を
守
り
、
其
の
子
義

胤
、
義
連
等
は
、
義
の
為
に
父
を
捨
て
、
頼
朝
を
助
け
て
大
功
を
た
て
た

り
、
頼
朝
の
没
後
は
其
の
子
孫
及
び
北
条
氏
は
皆
頼
朝
の
意
を
奉
じ
て
武

道
を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
武
土
の
道
義
は
明
文
に
顕
わ
し
た
る

は
貞
永
式
目
五
十
一
条
で
あ
る
。
其
の
大
要
は
敬
神
山
口
市
仏
を
始
め
と
し
、
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武
土
の
守
る
べ
き
法
令
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
武
士
の
み
な

ら
ず
、
戦
国
時
代
の
諸
候
の
家
訓
は
、
皆
則
を
貞
永
式
目
に
取
っ
た
の
で

あ
る
。
「
山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
ん
世
な
り
と
も
、
君
に
二
心
わ
れ
あ
ら

め
や
も
」
と
は
鎌
倉
武
士
の
覚
悟
を
表
わ
し
た
る
も
の
に
し
て
「
武
士
の

矢
な
み
つ
く
ろ
う
小
手
の
上
に
霞
た
ば
し
る
那
須
の
篠
原
」
と
は
鎌
倉
武

土
の
武
風
濠
烈
な
る
あ
り
さ
ま
を
表
わ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
我
が
日
本
の

国
粋
な
る
大
和
魂
(
武
士
道
)
は
、
も
と
も
多
く
を
鎌
倉
武
士
が
養
成
し

た
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
元
冠
の
時
に
は
敵
を
み
な
殺
し

し
て
、
我
が
国
の
偉
風
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
北
条
高
時
の
時
に
至
り
、

質
素
倹
約
の
家
法
を
破
り
、
者
修
遊
宴
を
事
と
し
て
滅
亡
を
取
り
し
も
、

高
時
の
自
尽
す
る
や
、
相
殉
え
る
も
の
大
名
四
十
六
人
、
門
葉
二
百
八
十

三
人
、
恩
顧
の
土
の
切
腹
す
る
も
の
四
百
三
十
余
人
の
多
き
に
及
ぶ
と
い

う
。
何
と
い
う
最
後
の
壮
烈
な
る
こ
と
か
。
更
に
南
北
朝
時
代
に
入
り
て

は
結
城
親
光
の
忠
勇
痩
烈
な
る
こ
と
、
又
、
新
田
義
貞
の
東
征
よ
り
敗
れ

て
還
れ
る
時
、
部
下
の
士
が
、
天
竜
川
の
橋
を
切
り
落
さ
ん
と
す
る
や
、

之
を
停
め
て
、
義
貞
が
身
と
し
て
敵
に
敗
け
て
も
、
か
け
渡
る
べ
き
橋
を

切
り
落
し
て
、
敵
に
急
に
襲
わ
れ
じ
と
、
あ
わ
て
ふ
た
め
き
け
る
な
ど
と

云
わ
れ
る
が
如
き
、
武
士
道
の
精
神
を
発
揮
せ
る
も
の
と
い
う
べ
し
と
。

足
利
義
満
が
南
北
朝
を
合
一
し
て
、
大
い
に
士
風
を
矯
正
し
、
細
川
頼

之
が
こ
れ
を
助
け
て
武
道
を
振
張
し
た
。
室
町
時
代
の
末
に
至
り
郡
雄
四

方
に
割
拠
し
て
相
争
い
、
互
い
に
雌
雄
を
競
い
し
を
も
っ
て
、
各
々
其
の

家
人
を
奨
励
し
て
武
事
を
修
練
せ
し
め
、
士
風
を
興
起
し
た
も
の
で
、
武

田
信
玄
、
上
杉
謙
信
、
北
条
早
雲
、
長
曽
我
部
元
親
、
大
内
義
隆
等
皆
家

訓
を
立
て
家
人
郎
党
を
訓
練
し
た
の
で
あ
る
。
就
中
最
も
峻
厳
な
る
は
信

玄
の
家
法
と
す
。
其
の
一
、
二
を
掲
げ
る
と
「
奉
レ
対
三
屋
形
様
一
、
尽

未
来
不
レ
可
レ
有
二
逆
意
一
事
。
大
細
事
共
不
レ
可
レ
達
一
寸
背
御
下
知
一

事
。
対
二
父
母
一
耕
不
レ
可
二
不
孝
一
事
。
対
二
兄
弟
一
耕
不
レ
可
二
疎

略
一
事
。
於
二
朋
友
一
被
二
隔
心

一
之
族
、
仁
道
可
レ
曙
事
。
対
二
家
中

之
郎
従
一
慈
悲
肝
要
事
。
於
二
戦
場

一
耕
不
レ
可
レ
為
二
未
練

一
事
。
武

勇
専
可
レ
噌
事
。
弓
場
噌
肝
要
事
。
学
文
不
レ
可
二
油
断
一
事
。
歌
道
可

レ
曙
事
。
参
禅
可
レ
噌
事
。
」
と
あ
る
。
以
て

一
斑
を
推
知
す
べ
し
と
。

江
戸
時
代
に
至
り
て
は
、
徳
川
家
康
は
忠
勇
剛
直
な
る
二
一
河
武
士
よ
り

出
で
て
天
下
を
統

一
し
、
府
を
江
戸
に
聞
く
や
武
道
奨
励
と
共
に
文
学
を

奨
励
し
、
文
武
あ
わ
せ
て
行
な
わ
し
む
る
と
共
に
、
勤
倹
を
す
す
め
、
鎌

倉
武
士
の
範
を
取
る
。
元
和
元
年
武
家
法
度
に

「
文
武
弓
馬
之
道
、
専
可

一一相
曙
一
事
。
国
々
大
名
小
名
井
諸
給
人
、
各
相
抱
之
士
卒
、
有
下
為
二

叛
逆
殺
害
人

一
告
上
者
、
速
可
二
追
出
一
事
。
諸
国
諸
侍
可
レ
被
レ
用
二

倹
約
一
事
。

L

な
ど
が
見
え
、
徳
川
家
光
は
寛
永
十
一
年
十
二
月
「
忠
孝

を
励
ま
し
、
礼
法
を
正
し
、
常
に
文
武
に
心
掛
け
、
義
理
を
専
ら
と
し
、

風
俗
を
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
令
し
、
尚
武
勤
倹
を
主
と
し
、
併
せ
て

文
芸
を
奨
励
し
、
土
道
の
振
興
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
武
士
道
を

説
く
も
の
多
く
、
山
鹿
一
素
行
の
土
道
、
武
教
小
学
、
配
所
残
筆
。
中
江
藤

樹
の
文
武
問
答
。
貝
原
益
軒
の
武
訓
。
大
道
寺
友
山
の
武
道
初
心
集
等
の

著
書
続
出
し
た
り
。
而
し
て
其
の
尤
も
武
士
道
を
発
揮
し
た
る
も
の
を
赤

穂
義
士
と
す
。
蓋
し
江
戸
時
代
に
て
武
士
道
の
尤
も
発
達
し
た
る
は
寛
、
永

前
後
に
し
て
、
こ
れ
よ
り
後
は
、
華
美
揺
風
に
流
れ
て
漸
次
衰
頚
し
、
白

川
楽
翁
等
あ
り
て
、
こ
れ
が
恢
復
を
謀
り
し
と
難
も
、
土
道
は
益
々
衰
え

し
が
、
数
千
年
来
養
い
来
た
れ
る
精
神
は
、
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
等
に

よ
り
て
遺
憾
な
く
其
の
成
果
を
世
界
に
発
揮
す
る
に
至
れ
り
。

国
史
辞
典
よ
り
引
用
す
る
。

ワ
tつω

武
家
諸
法
度

江
戸
時
代
に
諸
大
名
の
遵
奉
す
べ
き
憲
章
を
い
う
。
二
代
将
軍
徳
川
秀

忠
の
治
世
の
元
和
元
年
七
月
に
始
め
て
こ
れ
を
発
布
し
た
。
世
に
元
和
令

と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
以
来
七
代
家
継
、
十
五
代
慶
喜
を
除
く
外
、
歴
代
の

将
軍
が
就
職
の
初
に
お
い
て
、
諸
大
名
を
営
中
に
召
し
て
頒
布
す
る
を
例

と
し
た
。
但
し
時
勢
を
察
し
て
多
少
の
増
減
修
飾
を
加
う
る
こ
と
な
り
し

が
、
八
代
吉
宗
の
時
に
元
和
令
を
其
の
侭
用
い
ら
れ
て
か
ら
、
後
の
数
代

の
間
は
こ
れ
を
な
ら
い
、
嘉
永
七
年
の
令
に
大
船
の
製
造
を
許
可
す
る

一



条
を
加
え
た
外
、
皆
元
和
令
を
襲
用
し
て
い
る
。
元
和
令
を
示
す
。

武
家
諸
法
度

一
、
文
武
弓
馬
之
通
、
専
可
二
相
曙
一
事
。

左
文
右
武
、
古
之
法
也
。
不
レ
可
レ
不
二
兼
備

一
臭
、
弓
馬
是
武
家
之

要
枢
也
、
号
レ
兵
為
二
凶
器

一
不
レ
得
レ
己
而
用
レ
之
、
治
不
レ
忘
レ

乱
何
不
レ
励
二
修
練
一
乎
。

一
、
可
レ
制
二
郡
飲
供
遊

一
事。

令
条
所
レ
載
、
厳
制
殊
重、

耽
二
好
色

一
業
二
博
突
一
是
亡
国
之
基
也

一、

背
二

法
度
一
輩
、
不
レ
可
レ
隠
コ
l

置
於
国
々
一
事
。

法
是
礼
節
之
本
也
、
以
レ
法
破
レ
理
、
以
レ
理
不
レ
破
レ
法
、
背
レ
法

之
類
、
其
科
不
レ

軽
妄
。

一
、
国
々
大
名
小
名、

並
諸
給
人
、
各
相
司
抱
士
卒

一

有
下
為
二
叛
逆

殺
害
人
一
告
主
者、

速
可
ニ
追
出
一
事
。

夫
挟
二
野
心
一
之
者
、
為
「
璽
一
国
家
一
之
利
器
一

、
絶
二
人
民
一
之

鋒
剣
上

、
宣
足
二
允
容
一
乎
。

一
、
自
今
以
後
、
国
人
之
外
、
不
レ
可
レ
交
斗
置
他
国
者
一

事
。

凡
因
レ
面
、
其
風
是
異
、
成
以
二
自
国
之
密
事
一

、
告
二
他
国

一
、
或

以
一
一
他
国
之
密
事
一

告
二
自
国

一
倭
楯
之
蔚
也

一、

諸
国
居
域
、
難
レ
為
二
修
補
一
必
可
二
言
上

一
、
況
新
儀
之
構
営
、

堅
令
二
停
止
一

事。

城
過
二
百
雑

一
、
国
之
害
也
峻
塁
凌
濯
、
大
乱
之
基
也
。

一
、
於
二
隣
国
一

、
企
二
新
儀

一
、
結
二
徒
党
一
者
有
レ
之
者
、
早
可
レ

致
二
言
上
一

事
。

人
皆
有
レ
党
、
亦
少
二
達
者
一
是
以
或
不
レ
順
二
君
父
一
、
乍
違
二
子

隣
里

一
、
不
レ
守
二
百
制

一
何
企
二
新
儀
一
乎
。

一
、
私
不
レ
可
レ
締
三
婚
姻
一
事
。

土
省
合
者
、

陰
陽
和
同
之
道
也
、
不

レ
可
二
容
易
二
易
賎
目
、
匪
レ

窟
婚
構
、
士
山
将
レ

一通
、
冠
則
失
レ
時
、
桃
夫
目
、
男
女
以
レ
正
、
婚
姻

以
レ
時
、

国
無
二
鯨
民
一
也
、
以
レ

縁
成
レ
党
、
是
姦
謀
之
本
也
。

一
、
諸
大
名
参
観
作
法
之
事

続
日
本
紀
制
日
、
不
レ
預
二
公
事

一
盗
不
レ
得
レ
集
一一
己
族
一
京
裡
二

十
騎
以
上
、
不
レ
得
二
集
行
二
五
々
.
然
則
不
レ
可
レ
引
斗
卒
多
勢
一

百
万
石
以
上
、
不
レ
可
レ
過
二
二
十
騎
、
十
万
石
以
下
、
可
レ
為
二
其

。
相
応
一
、
蓋
公
役
之
時
者、

可
レ
随
二
其
分
限
一
事
U

一、

衣
裳
之
品
、
不
レ
可
二
混
雑
一
事
。

君
臣
上
下
、
可
レ
為
二
各
別
一、

白
綾
、
白
小
袖
、
紫
袷
、
練
無
文
小

袖
、
無
一
御
免
一
衆
、
狸
不
レ
可
レ
有
二
著
用
一
、
近
代
郎
従
諸
卒
、
綾

羅
錦
繍
之
飾
服
、
甚
非
二
古
制
一
鳶
。

一
、
雑
人
怒
不
レ
可
二
乗
興
一
事

古
来
依
二
其
人
一
無
二
御
免
一
一
葉
家
有
レ
之
、
御
免
以
後
乗
家
有
レ
之

然
近
来
及
二
家
郎
諸
卒
一
乗
興
、
誠
濫
吹
之
至
也
。
於
二
向
後
一
者、

国
大
名
以
下
、
一

門
之
歴
々
者
、
不
レ
及
二
御
免
一
可
レ
乗
、
其
外
眠

近
之
衆
、
並
医
陰
両
道
、
或
六
十
以
上
之
人
、
或
病
人
等
、
御
免
以
後

可
レ
乗
、
家
郎
従
卒
、
怒
令
レ
乗
者
、
其
主
人
可
レ
為
二
越
度
一
但
公

家
門
跡
、
並
諸
出
家
之
衆
者
、
非
二
制
限
一
。

一、

諸
国
諸
侍
可
レ
被
レ
用
二
倹
約
一
事

富
者
弥
誇
、
貧
者
耽
レ
不
レ
及
、
俗
之
凋
弊
、
無
レ
甚
二
於
此
一
所
レ

令
二
厳
制
一
也

一
、
国
主
可
レ
撰
二
政
務
之
器
用
一

凡
治
レ
国
道
在
レ
得
レ
人
、
明
察
二
功
過
一
賞
罰
必
当
、
固
有
二
善
人
一

則
其
国
弥
段
、
国
無
二
善
人
一
則
其
国
必
亡
、
是
先
哲
之
明
誠
也

右
可
レ
相
二

守
此
旨
一
者
也

慶
長
二
十
年
卯
七
月
日

口むつ山




